
京都市告示第   号 

 環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第２項に規定する騒音に係る

環境基準の地域の類型を当てはめる地域を指定する告示等の一部を次のように

改め，平成３０年４月１日から施行します。 

平成３０年３月３０日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 平成２１年３月３０日京都市告示第５１９号（騒音に係る環境基準の地域

の類型を当てはめる地域の指定）の表中「及び第２種中高層住居専用地域」

を「，第２種中高層住居専用地域及び田園住居地域」に改める。 

 

２ 平成２１年３月３０日京都市告示第５２０号（新幹線鉄道騒音に係る環境

基準の地域の類型を当てはめる地域の指定）の表中「及び準住居地域」を「，

準住居地域及び田園住居地域」に改める。 

 

（環境政策局環境企画部環境指導課） 
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